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青
森
県
告
示
第
百
三
十
一
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

東
北
東
京
鐵
鋼
株
式
会
社

２

住
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
四
番
地
一
一

３

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

櫻
井

憲
一

二

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
一
七
番
六
、
一
七
番
九
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三

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

ご
み
処
理
施
設

(

焼
却
施
設)

四

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種
類

可
燃
ご
み
、
不
燃
ご
み

(

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
自
動
車
等
破
砕
物
に
限
る
。)

五

申
請
年
月
日

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

六

申
請
書
及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

八
戸
市
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課

八
戸
市
生
活
環
境
部
清
掃
事
務
所

２

期
間

平
成
十
五
年
三
月
七
日
か
ら
同
年
四
月
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
知
事
に
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日

２

提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
及
び
種
類

�

意
見

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
百
三
十
二
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

申
請
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

名
称

東
北
東
京
鐵
鋼
株
式
会
社

２

住
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
四
番
地
一
一

３

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

櫻
井

憲
一

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
一
七
番
六
、
一
七
番
九

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設
、
産
業
廃
棄
物
の
焼
却
施
設

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

(

自
動
車
等
破
砕
物
を
含
む
。)

、
紙
く
ず
、
木
く
ず
、
繊
維
く
ず
、
ゴ

ム
く
ず
、
金
属
く
ず

(

自
動
車
等
破
砕
物
に
限
る
。)

、
ガ
ラ
ス
く
ず
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
及

び
陶
磁
器
く
ず

(

自
動
車
等
破
砕
物
に
限
る
。)

五

申
請
年
月
日

平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日

六

申
請
書
及
び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影

響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
八
戸
環
境
管
理
事
務
所

八
戸
市
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課

八
戸
市
生
活
環
境
部
清
掃
事
務
所
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２

期
間

平
成
十
五
年
三
月
七
日
か
ら
同
年
四
月
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
知
事
に
生
活
環
境
の

保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
五
年
四
月
二
十
一
日

２

提
出
先

〒
〇
三
〇
―
八
五
七
〇

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青
森
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所
及
び
種
類

�

意
見

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
百
三
十
三
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

保
安
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
山
口
字
小
沢
一
六
の
一
二

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
一
五

の
一
、
一
五
の
一
六
、
一
五
の
一
七
、
九
七
の
八
か
ら
九
七
の
一
〇
ま
で
、
九
九

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
平
内
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
百
三
十
四
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青 森 県 報������	
� �� 第2145号�� �

１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

二
七
九
号

路
線
名

上
北
郡
野
辺
地
町
字
向
田
一
一
七
の
五
か
ら

上
北
郡
野
辺
地
町
字
向
田
三
二
三
の
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

七
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

四
、
六
〇
六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

四
、
六
〇
六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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６ ５ ４ ３ ２

県

道

県

道

県

道

国

道

国

道

天
ケ
森
三
沢

線 三
沢
七
戸
線

横
浜
六
ケ
所

線 三
三
八
号

二
八
〇
号

三
沢
市
大
字
三
沢
字
上
野
五
〇
の
四
〇
か
ら

三
沢
市
大
字
三
沢
字
山
ノ
神
一
一
の
二
ま
で

三
沢
市
大
字
三
沢
字
上
野
五
〇
の
四
一
か
ら

三
沢
市
大
字
三
沢
字
上
屋
敷
六
一
の
一
ま
で

三
沢
市
本
町
一
丁
目
六
二
の
九
か
ら

三
沢
市
春
日
台
一
丁
目
一
一
五
の
一
ま
で

三
沢
市
本
町
一
丁
目
四
の
七
か
ら

三
沢
市
春
日
台
一
丁
目
一
一
五
の
一
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
家
ノ
前
一
の
四
一
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
家
ノ
前
七
六
の
四
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
家
ノ
前
一
の
三
六
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
野
附
四
五
の
三
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
道
ノ
下
一
三
九
の
八
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
前
谷
地
九
二
の
四
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
道
ノ
下
一
三
九
の
二
〇
か
ら

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
倉
内
字
前
谷
地
一
九
の
二
二
〇
ま
で

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
奥
平
部
字
砥
石
二
六
の
三
か
ら

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
奥
平
部
字
村
元
道
添
八
八
の
一
ま
で

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
尾
駮
字
尾
駮
第
三
国
有
林
一
三
九
林
班
ろ
小

班
か
ら

上
北
郡
野
辺
地
町
字
向
田
三
七
二
の
一
ま
で

後 前 前 後 前 前 後 前 前 後 前 前 後 前 後

一
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
三
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

七
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

七
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
七
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

八
八
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

八
八
一
・
七
〇
メ
ー
ト
ル

七
四
五
・
一
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
三
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

二
九
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

七
〇
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

七
〇
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

七
一
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
五
〇
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
五
〇
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
五
八
七
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
二
四
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

一
、
二
四
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

六
、
三
三
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
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青
森
県
告
示
第
百
三
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
四
月
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
百
三
十
六
号

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法

(

昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号)
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
行
っ
た
次
の
町
道
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令

(

昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号)

第
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

公

告

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

青
森
市
大
字
大
野
字
山
下
一
四
三
の
七
に
所
在
す
る
青
森
県
医
療
労
働
組
合
連
合
会
の
執
行
委
員

長
山
本
公
行
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施

行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

争
議
行
為
の
目
的

賃
金
引
上
げ
、
労
働
条
件
の
改
善
等

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
十
五
年
三
月
十
三
日
午
前
零
時
以
降
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

青
森
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部
、
津
軽
保
健
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一

部
、
八
戸
医
療
生
活
協
同
組
合
の
全
職
場
又
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
又
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
、
す
べ
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
又
は
併
用
し
て
行
う
。

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
舘

村
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
十
五
年
二
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青 森 県 報������	
� �� 第2145号�

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
五
所
川
原
浪
岡
線

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
女
鹿
沢
字
東
花
岡
三
九
の
一

か
ら

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
女
鹿
沢
字
東
花
岡
五
四
の
三

〇
ま
で

平
成
��･

�･

�

路
線
名

工

事

区

間

工
事
の
種
類

工
事
の

完
了
の
日

町
道
二
一
号

線

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
新
屋
字
平
野
八
六
の

二
六
か
ら

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
新
屋
字
福
島
四
の
一

五
ま
で

改
築

(

道
路
改

良)

平
成

��･

�･

��

� �
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深
浦
港
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の
縦
覧

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
深
浦
港

の
臨
港
地
区
を
定
め
た
い
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
臨
港

地
区
の
区
域
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
は
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
が
港
湾
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
そ
の
事
実
を
具
し
て
国
土
交
通
大

臣
に
申
し
出
て
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の
変
更
を
港
湾
管
理
者
に
求
め
る
こ
と
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

深
浦
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

臨
港
地
区
の
区
域
の
案

１

場
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代
沢
八
四
の
一
、
八
五
の
一
、
字
浜
町
三
五
一
、
三
五
二

の
一
、
三
五
二
の
二
、
三
五
二
の
三
、
三
五
二
の
四
、
三
六
四
の
一
、
三
六
四
の
二
、
三
六
四

の
三
、
三
六
四
の
四
、
三
七
九
、
三
八
〇

２

区
域

基
点
一
か
ら
基
点
一
四
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
、
基
点
一
四
か
ら
三
一
〇
度
に
引
い
た
線
及
び

水
際
線
に
囲
ま
れ
た
地
域

基
点
一
五
か
ら
基
点
二
二
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
、
基
点
二
二
か
ら
四
九
度
に
引
い
た
線
及
び

水
際
線
に
囲
ま
れ
た
地
域

基
点
二
三
か
ら
基
点
三
〇
ま
で
順
次
結
ん
だ
線
、
基
点
三
〇
か
ら
六
六
度
に
引
い
た
線
及
び

水
際
線
に
囲
ま
れ
た
地
域

た
だ
し
、
西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代
沢
八
五
の
三
、
字
浜
町
三
〇
五
の
一
、
三
〇

七
の
一
、
三
〇
七
の
三
、
三
〇
九
の
一
、
三
一
三
、
三
一
五
、
三
一
八
の
一
、
三
一
八
の
二
、

三
二
〇
の
一
、
三
二
〇
の
二
、
三
三
三
、
三
三
四
の
一
、
三
五
〇
の
一
、
三
五
〇
の
二
、
三
五

〇
の
三
、
三
五
〇
の
四
、
三
五
〇
の
五
、
三
五
〇
の
六
、
三
五
〇
の
七
、
三
五
〇
の
八
、
三
五

〇
の
九
、
三
五
〇
の
一
〇
、
三
七
六
を
除
く
。

基
点
一

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代
沢
八
四
の
一

(

北
緯
四
〇
度
四
五
分
四

秒
、
東
経
一
三
九
度
五
五
分
五
三
秒)

一
号
表
示
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
一
五
八
度
三
〇
分
一
〇
三
メ
ー
ト
ル

二
号
表
示
杭

基
点
三

基
点
二
か
ら
六
八
度
三
〇
分
六
九
メ
ー
ト
ル

三
号
表
示
杭

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
六
〇
度
三
〇
分
四
〇
メ
ー
ト
ル

四
号
表
示
杭

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
五
二
度
三
二
メ
ー
ト
ル

五
号
表
示
杭

基
点
六

基
点
五
か
ら
一
二
九
度
三
二
メ
ー
ト
ル

六
号
表
示
杭

基
点
七

基
点
六
か
ら
一
〇
八
度
三
〇
分
九
三
メ
ー
ト
ル

七
号
表
示
杭

基
点
八

基
点
七
か
ら
一
二
〇
度
三
二
メ
ー
ト
ル

八
号
表
示
杭

基
点
九

基
点
八
か
ら
一
三
六
度
二
四
メ
ー
ト
ル

九
号
表
示
杭

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
一
六
一
度
三
七
メ
ー
ト
ル

一
〇
号
表
示
杭

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
一
八
六
度
一
四
四
メ
ー
ト
ル

一
一
号
表
示
杭

基
点
一
二

基
点
一
一
か
ら
一
九
九
度
三
六
メ
ー
ト
ル

一
二
号
表
示
杭

基
点
一
三

基
点
一
二
か
ら
二
一
五
度
一
一
五
メ
ー
ト
ル

一
三
号
表
示
杭

基
点
一
四

基
点
一
三
か
ら
二
二
八
度
七
六
メ
ー
ト
ル

一
四
号
表
示
杭

基
点
一
五

基
点
一
四
か
ら
二
二
八
度
三
〇
分
一
七
メ
ー
ト
ル

一
五
号
表
示
杭

基
点
一
六

基
点
一
五
か
ら
二
三
二
度
三
五
メ
ー
ト
ル

一
六
号
表
示
杭

基
点
一
七

基
点
一
六
か
ら
二
三
九
度
三
一
メ
ー
ト
ル

一
七
号
表
示
杭

基
点
一
八

基
点
一
七
か
ら
二
四
七
度
三
二
メ
ー
ト
ル

一
八
号
表
示
杭

基
点
一
九

基
点
一
八
か
ら
二
五
七
度
三
〇
分
四
五
メ
ー
ト
ル

一
九
号
表
示
杭

基
点
二
〇

基
点
一
九
か
ら
二
六
八
度
三
〇
分
八
一
メ
ー
ト
ル

二
〇
号
表
示
杭

基
点
二
一

基
点
二
〇
か
ら
二
七
八
度
三
〇
分
三
一
メ
ー
ト
ル

二
一
号
表
示
杭

基
点
二
二

基
点
二
一
か
ら
二
八
六
度
三
〇
分
八
〇
メ
ー
ト
ル

二
二
号
表
示
杭

基
点
二
三

基
点
二
二
か
ら
二
八
六
度
二
一
メ
ー
ト
ル

二
三
号
表
示
杭

基
点
二
四

基
点
二
三
か
ら
二
九
九
度
四
〇
メ
ー
ト
ル

二
四
号
表
示
杭

基
点
二
五

基
点
二
四
か
ら
三
一
五
度
三
〇
分
三
九
メ
ー
ト
ル

二
五
号
表
示
杭

基
点
二
六

基
点
二
五
か
ら
三
三
二
度
三
〇
分
五
三
メ
ー
ト
ル

二
六
号
表
示
杭

基
点
二
七

基
点
二
六
か
ら
三
三
五
度
九
八
メ
ー
ト
ル

二
七
号
表
示
杭

基
点
二
八

基
点
二
七
か
ら
三
八
度
三
〇
分
二
七
メ
ー
ト
ル

二
八
号
表
示
杭

基
点
二
九

基
点
二
八
か
ら
六
七
度
五
三
メ
ー
ト
ル

二
九
号
表
示
杭

基
点
三
〇

基
点
二
九
か
ら
九
度
三
〇
分
二
一
メ
ー
ト
ル

三
〇
号
表
示
杭

３

面
積

八
・
四
一
ヘ
ク
タ
ー
ル

二

縦
覧
場
所

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
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…
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…
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…
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…
…
…
…
…
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青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

鰺
ケ
沢
県
土
整
備
事
務
所

三

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
三
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

川
内
港
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の
縦
覧

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
川
内
港

の
臨
港
地
区
を
定
め
た
い
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
臨
港

地
区
の
区
域
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
は
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
が
港
湾
法
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

適
合
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
そ
の
事
実
を
具
し
て
国
土
交
通
大

臣
に
申
し
出
て
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
の
案
の
変
更
を
港
湾
管
理
者
に
求
め
る
こ
と
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

川
内
港
港
湾
管
理
者

青

森

県

代
表
者

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

臨
港
地
区
の
区
域
の
案

１

場
所

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
川
内
、
休
所
及
び
高
野
川
の
各
一
部

２

区
域

�

川
内
地
区

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑬
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域
。

①
の
地
点

三
等
三
角
点
浜
町

(

北
緯
四
一
度
一
二
分
一
〇
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
九
分
三

四
秒)

か
ら
一
九
一
度
一
六
分
三
五
秒
六
六
四
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
一
八
度
二
七
分
〇
〇
秒
七
七
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
二
三
四
度
三
三
分
五
六
秒
一
一
四
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
八
四
度
四
四
分
五
〇
秒
二
四
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
三
度
三
一
分
〇
二
秒
一
一
五
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
九
五
度
一
五
分
二
三
秒
二
〇
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
八
八
度
〇
五
分
三
三
秒
三
一
四
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
〇
五
度
〇
一
分
一
五
秒
一
四
九
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
二
七
五
度
〇
五
分
二
六
秒
七
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
一
度
四
〇
分
四
七
秒
二
一
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
八
七
度
〇
八
分
三
七
秒
七
二
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
一
〇
〇
度
二
八
分
一
五
秒
六
六
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
一
〇
八
度
四
七
分
三
二
秒
一
三
八
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�

高
野
川
地
区

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑧
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域
。

①
の
地
点

三
等
三
角
点
浜
町

(

北
緯
四
一
度
一
二
分
一
〇
秒
、
東
経
一
四
〇
度
五
九
分
三

四
秒)

か
ら
一
一
二
度
四
二
分
二
八
秒
一
七
五
三
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
一
一
一
度
五
八
分
四
一
秒
四
八
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
二
六
分
二
九
秒
六
四
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
四
三
分
三
二
秒
九
五
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
二
〇
六
度
四
三
分
四
二
秒
一
四
九
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
九
六
度
五
一
分
二
一
秒
六
五
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
二
六
度
五
七
分
二
二
秒
八
五
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
二
九
五
度
四
三
分
五
〇
秒
一
四
一
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

九
・
五
三
ヘ
ク
タ
ー
ル

二

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
港
湾
空
港
課

む
つ
県
土
整
備
事
務
所

三

縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
三
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
白

青 森 県 報������	
� �� 第2145号�� �



� �

山
溜
池
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

山

本

義

弘

選
挙
管
理
委
員
会

青 森 県 報平成15年３月７日 金曜日 第2145号 �

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃監

事

〃〃

鳴
海

初
男

斉
藤

進

鳴
海

亮
三

長
内

徳
次

鳴
海

博
實

小
坂

昭
雄

斉
藤

博

斉
藤

智

柳
原

一
夫

鳴
海

初
男

斉
藤

進

鳴
海

亮
三

長
内

徳
次

鳴
海

博
實

小
坂

昭
雄

斉
藤

博

斉
藤

智

鳴
海

文
明

五
所
川
原
市
大
字
飯
詰
字
石
田
五
六
の

二〃

大
字
戸
沢
字
畑
林
一
一
の

一〃

大
字
飯
詰
字
朝
日
沢
田
四

二
の
二
五

〃

大
字
戸
沢
字
玉
清
水
二
〇

八
の
三
七

〃

大
字
飯
詰
字
福
泉
九
の
一

〃

大
字
戸
沢
字
前
田
三
五
の

八〃

〃

字
玉
清
水
一
一

九
の
二

〃

〃

字
前
田
四
五
の

一〃

大
字
飯
詰
字
福
泉
二
七

〃

〃

字
石
田
五
六
の

二〃

大
字
戸
沢
字
畑
林
一
一
の

一〃

大
字
飯
詰
字
朝
日
沢
田
四

二
の
二
五

〃

大
字
戸
沢
字
玉
清
水
二
〇

八
の
三
七

〃

大
字
飯
詰
字
福
泉
九
の
一

〃

大
字
戸
沢
字
前
田
三
五
の

八〃

〃

字
玉
清
水
一
一

九
の
二

〃

〃

字
前
田
四
五
の

一〃

大
字
飯
詰
字
福
泉
五
六
の

一

平
成
��

･

��･

��就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃��･
��･

��退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃

� �
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公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
二
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
七
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青 森 県 報������	
� �� 第2145号�

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
キ
ン
肉
マ
ン
Ｍ

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
神
聖
紀
Ｊ
Ｘ

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
神
聖
紀
Ｒ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
神
聖
紀
Ｓ
Ｘ

〃

〃

フ
ィ
ー
バ
ー
ザ
キ
ン
グ
Ｄ
Ｘ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ザ
キ
ン
グ
Ｒ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
ゴ
ジ
ラ
Ｍ
Ａ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

回
胴
式
遊
技
機

ウ
ミ
イ
チ
バ
ン
Ｒ

山
佐
株
式
会
社

〃

ウ
シ
ワ
カ
ト
ベ
ン
ケ
イ

ア
ル
ゼ
株
式
会
社

〃

オ
オ
バ
ク
ダ
ン
２

株
式
会
社
メ
ー
シ
ー
販
売

〃

ジ
ェ
ロ
ニ
モ
ン

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア

〃

シ
ョ
ウ
キ
ン
ク
ビ

株
式
会
社
ネ
ッ
ト

〃

チ
バ
リ
ヨ
オ
キ
ナ
ワ
―
30

〃

〃

グ
ラ
ッ
チ
ェ

ア
イ
ジ
ー
テ
ィ
ー
ジ
ャ
パ
ン
株

式
会
社

� �
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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